
上関町要綱第6-2号 

上関町地域おこし協力隊設置要綱 

 

 （趣旨） 

第１条 この要綱は、人口減少や少子高齢化の進行が著しい本町において、地域外の

人材を活用し、地域の活力を促進するとともに、その人材の定住・定着を図るため、

上関町地域おこし協力隊（以下「協力隊」という。）を設置し、協力隊員の勤務条

件等について、必要な事項を定めるものとする。 

 （任用） 

第２条 町長は、次に掲げる要件を満たすものを公募し、これに応募した者のうちか

ら隊員を任用する。 

（１）地方公務員法（昭和２５年法律第２６１号）第１６条に規定する欠格事項に該

当しない者 

（２）３大都市圏をはじめとする都市地域等（過疎、山村、離島、半島等の地域又は

指定地域を除く。）に住所を有する者で、生活拠点を当町へ移し、住民票を異動

することが確約できる者（任用される前に既に住民票を異動し、町内に定住又は

定着している者を除く。） 

（３）地域の活性化に深い熱意と知識を有し、かつ、積極的に活動できる者 

（４）心身ともに健康で、地域になじむ意思を有し、かつ、誠実に職務を遂行できる

者 

 （任用期間） 

第３条 協力隊員の任用期間は、原則として１年以内とし、任用の日から最初に到来

する３月３１日までとする。ただし、従前の勤務実績に基づく能力の実証により、

町長が必要と認めるときは、１年度ごとに再度の任用を行うことができる。 

２ 前項ただし書の規定による任用期間は、初めて任用された日から３年を限度とす

る。 

３ 町長は第１項の規定に関わらず、協力隊員が次の各号のいずれかに該当するとき

は、いつでも解職することができる。 

（１）心身の故障のため業務の遂行に支障があると認めたとき。 

（２）勤務成績が良くないとき。 

（３）その他協力隊員としてふさわしくない行為があったとき。 

（４）任用職員の職務が不要となったとき。 

 （身分） 

第４条 協力隊員の身分は、地方公務員法第２２条の２第１項第１号に規定する会計

年度任用職員とする。 

 （業務） 

第５条 協力隊員は、次の業務を行うこととする。 



（１）地域資源（観光・特産品）の発掘、振興に関する業務 

（２）SNSなどを使用した観光情報発信に関する業務 

（３）農水産業の振興支援に関する業務 

（４）高齢者の見守り活動の支援に関する業務 

（５）地域行事の企画・運営・参加に関する業務 

（６）集落の維持・活性化支援に関する業務 

（７）その他町長が必要と認める業務 

 （勤務時間等） 

第６条 協力隊員の勤務時間は、１週の勤務時間が３７時間３０分を超えない範囲内

とし、週５日勤務とする。 

２ 所属長は、隊員の職務に特別の事情があると認めるときは、前項の勤務時間の範

囲内において、勤務日数及び時間を変更することができる。 

３ 協力隊員は、所属長が特に必要があると認める場合には、前日以前に予告して、

あらかじめ指定した勤務を要しない日と勤務日を振り替えることができる。 

４ 協力隊員は、病気その他の理由で業務に従事できない場合は、速やかにその旨を

所属長に届け出なければならない。 

（休暇） 

第７条 隊員の休暇については、上関町会計年度任用職員の勤務時間、休暇に関する

規則(令和元年上関町規則第３号)に定める基準に従い、必要に応じて付与する。 

 （服務） 

第８条 協力隊員は、業務の執行にあたっては常に公正であるとともに、次の各号に

定める事項を遵守しなければならない。 

（１）業務の遂行に当たっては、関係法令や条例等を遵守し、所属長の指示に従わな

ければならない。 

（２）業務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。また、協力隊員を退いた後も

同様とする。 

（３）協力隊員の名義をもって特定の政党、結社若しくは政治団体を支持し、反対し

又は加担してはならない。 

（４）勤務時間中は、全力を挙げて職務に専念しなければならない。 

 （報酬等） 

第９条 協力隊員の報酬、手当及び費用弁償については、上関町会計年度任用職員の

給与等に関する条例(令和元年上関町条例第２８号）に定めるところによる。 

２ 隊員の住居の賃貸借に要する費用及び隊員の職務遂行に当たり町長が必要と認

め得る物品等の確保に要する経費は、予算の範囲内で町が負担する。 

 （社会保険等） 

第１０条 協力隊員の社会保険等の適用については、健康保険法（大正１１年法律第 

７０号）、厚生年金保険法（昭和２９年法律第１１５号）及び雇用保険法（昭和   

４９年法律第１１６号）の定めるところによる。 



 

 （公務災害補償） 

第１１条 協力隊員の公務上の災害については、山口県市町総合事務組合非常勤職員

公務災害補償等条例（平成１８年山口県市町総合事務組合条例第３６号）の規定に

より補償するものとする。 

 （辞任） 

第１２条 協力隊員は、辞任しようとする場合は、特別の事情があるときを除き、辞

任をしようとする日の３０日前までに、その旨を文書で申し出て町長の承認を受け

なければならない。 

 （その他） 

第１３条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が定める。 

 

   附 則 

 この要綱は、平成２８年４月１日から施行する。 

 この要綱は、令和２年４月１日から施行する。 

 


